秘密保持誓約書
（クラウドサービス導入事前確認用）
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　クラウドサービス等の提供をおこなう者（以下、「情報授受者」という。）は、綾瀬市より、下記の目的のために秘密情報の開示を受けるにあたり、下記の事項を遵守することを誓約する。
第１条（目的）
　本誓約書は、綾瀬市が導入を検討するクラウドサービスが、綾瀬市の定める情報セキュリティ対策基準（以下「本基準」という。）に適合するか否かを導入前に確認すること（以下「適合性確認」という。）を目的として、綾瀬市が情報授受者に対し必要な情報を開示するにあたり、当該情報の秘密保持について定めるものとする。
第２条（秘密情報の定義）
１　本誓約書において「秘密情報」とは、綾瀬市が適合性確認のために開示する以下の情報をいう。
（１）綾瀬市情報セキュリティ対策基準（文書本体及び関連資料一切）
（２）綾瀬市の情報システムの構成、設定及び運用に関する情報
（３）綾瀬市が秘密と指定して開示した一切の情報
２　次に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとします。
（１）綾瀬市から開示される以前に、情報授受者が既に保有していた情報
（２）綾瀬市から開示される以前に、公知であった情報
（３）綾瀬市から開示された後、情報授受者の責によらずして公知となった情報
（４）正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報
第３条（秘密保持義務）
　情報授受者は、綾瀬市から開示された秘密情報を厳に秘密として保持し、次の各号を遵守するものとする。
（１）秘密情報を綾瀬市の書面による事前の承諾なく第三者に開示、漏洩又は提供しないこと
（２）秘密情報を適合性確認以外の目的に使用しないこと
（３）秘密情報へのアクセスを、適合性確認の業務上の必要性がある者のみに限定すること
（４）秘密情報を適切に管理し、不正アクセス、紛失、漏洩等が生じないよう必要な措置を講ずること
第４条（使用目的の限定）
　情報授受者は、開示を受けた秘密情報を適合性確認のみに使用し、他の目的に一切使用しない。
第５条（開示の範囲）
　情報受領者は、市による事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の関係会社のうち適合性確認の目的のために秘密情報を知る必要があるものに対し、必要な範囲内でのみ、秘密情報を開示することができる。
第６条（開示の制限）
　情報授受者は、法令に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合には、綾瀬市に速やかに通知した上で、必要最小限の範囲で開示することができる。この場合においても、情報授受者は当該開示の範囲の最小化に努めるものとする。
第７条（秘密情報の返還及び廃棄）
　情報授受者は、綾瀬市から書面で要求があった場合又は本誓約書の有効期間終了若しくは目的達成時において、綾瀬市から開示を受けた秘密情報及びその複製物（電磁的記録を含む。）を速やかに返還し、又は甲の指示に従い廃棄若しくは消去し、その旨を甲に書面で報告する。
第８条（有効期間）
　本誓約書の有効期間は、誓約書提出日から起算して１年間とする。ただし、本誓約書の有効期間終了後においても、秘密情報の保護に関する義務は存続するものとする。
第９条（損害賠償）
　情報授受者が本誓約書に違反し、綾瀬市に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
第１０条（知的財産権）
　秘密情報に関する知的財産権その他一切の権利は綾瀬市に帰属し、本誓約書に基づく開示は、いかなる権利の移転又は使用許諾も意味しないものとする。
第１１条（準拠法及び合意管轄）
　本誓約書は日本法に準拠し、本誓約書に関して生じた紛争については、綾瀬市の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
